
1



2



さいたま市では応急手当普及員の養成について、「さいたま市応急手当普及
啓発実施要綱」に記載されています。

消防局では市民に対する応急手当講習を開催し、応急手当普及員を養成する
ことで、応急手当の普及啓発を推進しています。
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受講対象者はさいたま市内の事業所に勤務または防災組織等に所属していて、
事業所等の中で応急手当講習を開催し、
応急手当普及啓発を推進してもらうことを目的としています。
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３日間の普及員講習を受講し、実技考査と筆記考査で合格すると「さいたま
市消防局長」より応急手当普及員証が交付されます。
消防署や消防局から訓練用資器材を借用する場合などに必要なので紛失しな
いようにしましょう。

万が一「紛失してしまった」、「破損してしまった」・・・という方は、救
急課にご相談ください。
相談後、ホームページにある「再交付申請書」により申請してください。後
日、新しいものを交付します。
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【有効期限の３年の考え方】
認定した日から起算して３年を経過した以後の３月３１日まで有効。（年度
内有効）
ただし、期間満了日前に応急手当普及員再講習を受講した時は、
受講日から起算して３年を経過した日以後の３月３１日まで延長される。
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消防局から再講習のお知らせはしていないので、認定証に記載の有効期限を
各自で把握してください。

再講習のご案内は、さいたま市のホームページでお知らせをしています。

毎年年度末に再講習の問合せが多くなり、講習受講者も最終開催回に集中す
る傾向となっています。

年度末まで有効ですから、計画的な受講をお願いいたします。
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